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福岡市では、毎年 11 月 3 日から 9 日に「みんなで参画ウィーク」を実施しています。男女共同

参画について市民の皆さんが考えるきっかけづくりとして平成 23 年度から開始された福岡市独自の

週間です。各校区では、この週間にあわせて、男女共同参画をテーマにした研修会の開催や啓発

グッズの配布など、男女共同参画を推進する様々な活動を行っています。 

鳥飼校区でも男女共同参画部を中心に、様々な取り組みを行っております。そこで、11 月号で

は男女共同参画について特集します。男女共同参画への理解が進み、地域の様々な活動にその

理念が反映されて、一人ひとりが輝けるまちを実現してまいります。 
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ハミングロード清掃（1・4 丁目） 

一人一花 花植え活動 ※どなたでも参加できます  環境美化部 

【ハミングロード(塩屋橋付近)集合】  多くの方の参加をお待ちしています。 

夜間パトロール（5 丁目） 

9 火 10:00 おしゃべりひろば（乳幼児対象）    鳥飼アンビシャス広場・社会福祉協議会 

10 水 14:45 下校パトロール 

11 木 9:30 歩こう会                     健康づくり部 

 A 班（3キロ位歩ける人）【中公園集合】 

 「紅葉八幡宮」 ※事前の申し込みが必要です（先着 3０名） 

 B 班（1キロ位歩ける人）【鳥飼公民館集合】 

 「ハミングロード」※今回は申し込みが必要です（先着 15 名） 

鳥飼公民館に電話（092-821-5227）または直接お申し込みください。 

申込期間：11 月 1 日（月）9：00～11月 8日（月）16：00 
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ハミングロード清掃（5丁目） 

夜間パトロール（6 丁目） 

17 水 13:00 下校パトロール 
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ハミングロード清掃（6丁目） 

自治協議会定例理事会【鳥飼公民館】 

夜間パトロール（7 丁目） 

21 日 10:00 鳥飼チルドレンズアカデミー   鳥飼公民館・青少年育成部 

【会場：鳥飼公民館】 ※詳細は公民館だより（裏面）をご覧ください。 

24 水 13:00 下校パトロール 

25 木 20:00 ちょこパト ※1・4丁目は夜間パトロールを兼ねます 

27 土 9:00 ハミングロード清掃（7丁目） 

30 火 10:00 おしゃべりひろば（乳幼児対象）    鳥飼アンビシャス広場・社会福祉協議会 

男男女女共共同同参参画画ととはは？？ 

「男女共同参画」とは、家庭・地域・学校・職場

など、あらゆる分野で、性別にかかわりなく個性や

能力を認め、様々な活動に参画することです。 

男女共同参画は「男性は仕事、女性は家庭」 

といった固定観念にとらわれず、多様な生き方が 

尊重され、男女が社会的、経済的、政治的利益

を平等に得るとともに、責任を分かちあう社会を 

目指します。 

自治協だよりの内容に関するお問い合わせは、自治協議会事務局までご連絡ください。 

鳥飼公民館内に事務所を開設しています。           （毎週火曜日･木曜日の１4～16 時） 

℡092-846-0656 
 

鳥飼校区自治協議会だより･11 月 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥鳥飼飼校校区区男男女女共共同同参参画画部部主主催催  イイベベンントトののごご案案内内  

男女共同参画部は 12 月４日にカナダ人女性を招いてイベントを開催します。福岡でカナダ人男性と

結婚し、二人のお子さん(城西中卒業生)を育てたクリスティ・プロヴェンザーノさんに、子育てに感じる日本

とカナダの文化の違いなどについてお話しいただきます。クリスティさんのお話を聞いて、私たちの身の回りを 

より良くするヒントを一緒に考えてみませんか？ 

【テーマ】 「ここ”福岡“に住んで」（日本語でお話しいただきます） 

【場所】 鳥飼公民館  【日時】 12月 4日（土）14：00～16：00 

【講師】Christie Provenzano（クリスティ・プロヴェンザーノ） 

筑紫女学園大学文学部英語学科 准教授 

【定員】30名（参加費は無料です） 

【お申し込み】鳥飼公民館（TEL092-821-5227） 11月 1日（月）から受付ます。 

今後も、男女共同参画部では、12月26日に「門松づくり」(鳥飼公民館共催)、２月に人権講演会

(人尊協共催)を計画しています。ご案内は後日改めていたします。ぜひご参加ください。 

男男女女共共同同参参画画のの必必要要性性 

人口減少と少子高齢化の進展、家族形態や

雇用情勢の変化等、私達を取り巻く社会環境は

日々大きく変化しています。こうした変化に対応し

豊かで持続可能な社会を築くには、多様な人材

新たな視点、柔軟な発想等が必要です。 

  そのために、家庭・地域・学校・職場など様々な

場面で、性別に関係なく個性と能力を発揮できる

男女共同参画が求められています。 

※ 各行事は中止・変更の可能性があります。 

変更等は掲示板等でお知らせしますので、ご確認ください。 

        毎年１１月３日～９日は 

           みんなで参画ウィーク です。 

           （福岡市男女共同参画週間） 

この週間をきっかけに、地域の男女共同参画推進の取組みの輪を広めましょう！ 
【問い合わせ先】 福岡市市民局男女共同参画課 TEL 092-406-7510 

福岡市男女共同参画 

シンボルマーク 


